
中小企業経済環境適応融資助成金のご案内  

 小 牧 市 で は 、セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 認 定 証 を 用 い て 受 け た 融 資 の 内 、以 下 の

要 件 を 満 た し た も の に つ い て 助 成 金 を 交 付 し て い ま す 。  

 

１  対 象 となる方 （ 下 記 に す べ て 該 当 す る 方 が 対 象 と な り ま す 。）  

( 1 )主 た る 事 業 所 の 所 在 地 が 小 牧 市 内 で あ る こ と 。  

( 2 )信 用 保 証 協 会 の 保 証 を 受 け て お り 、融 資 制 度 が「 環 セ １ 号 、４ 号

(環 セ 1 0 0 )ま た は ５ 号 (環 セ 8 0 )」、「 環 災 大 」若 し く は「 大 規 模 危

機 対 応 （ 環 危 ）」 保 証 付 き 融 資 の い ず れ か で あ る こ と 。  

( 3 )融 資 を 受 け た 金 融 機 関 が 裏 面 の 一 覧 に 記 載 さ れ て い る こ と 。  

( 4 )市 税 に 滞 納 が な い こ と 。  

( 5 )同 一 年 度 内 に こ の 要 綱 に 基 づ く 助 成 金 の 交 付 を 受 け た こ と が な

い 者  

( 6 )対 象 と な る 保 証 付 融 資 に 対 し て 他 の 補 助 金 の 交 付 を 受 け て い な

い 者  

２  助 成 金 額  

(1 )回 収 条 件 が 無 い 場 合  

信 用 保 証 料 の 100%に 相 当 す る 額  

(2)回 収 条 件 が あ る 場 合  

「 (融 資 額 － 回 収 額 )÷融 資 額 ×信 用 保 証 料 」 で 算 定 さ れ る 額  

＊ た だ し 、 い ず れ の 場 合 も 上 限 50 万 円 、 100 円 未 満 切 捨 と す る 。  

３  申 請 方 法  

提 出 書 類  

ア 助 成 金 交 付 申 請 書  

イ 助 成 金 交 付 請 求 書  

ウ 情 報 開 示 (提 供 )に 関 す る 同 意 書  

エ 信 用 保 証 書 の 写 し (金 融 機 関 が 保 管 し て い る も の ) 

オ 直 近 の 納 税 証 明 書 （ 市 税 に 滞 納 が な い こ と が 記 載 さ れ て い る   

も の ）  

カ 住 民 票 も し く は 主 た る 事 業 所 の 所 在 地 が わ か る 書 類  

(法 人 の 場 合 は 、 商 業 登 記 簿 謄 本 （ ネ ッ ト 可 )）  

 キ 誓 約 書 （ 押 印 が 必 要 で す ）  

＊ ア 、イ 、ウ 及 び キ は 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド し て く だ

さ い 。 市 か ら 申 請 書 が 送 ら れ て く る こ と は あ り ま せ ん 。  

＊ エ か ら カ に つ い て は コ ピ ー 可  

＊ 市 県 民 税 が 非 課 税 で 他 税 目 の 課 税 が な く 納 税 証 明 書 の 提 出 が

不 可 能 な 個 人 事 業 主 様 に つ い て は 、市 民 税 課 で 市 県 民 税 非 課 税

証 明 書 を 取 得 し 提 出 し て く だ さ い 。  

４ 提 出 期 限  

融 資 を 受 け た 日 か ら ３ ヶ 月 以 内 (厳 守 ) 

※ 繰 上 償 還 し た 場 合 は 、 助 成 金 の 返 還 を 求 め る 場 合 が あ り ま す 。  

５ 提 出 先 及 び お 問 い 合 わ せ  

小 牧 市 役 所 商 工 振 興 課 (TEL 05 68 - 76 -1 13 4 )   



小牧市中小企業経済環境適応融資助成金  

  

利用可能金融機関一覧  

銀行名  

三菱 UFJ 銀行  

大垣共立銀行  

十六銀行  

あいち銀行  

名古屋銀行  

岐阜信用金庫  

東濃信用金庫  

いちい信用金庫  

瀬戸信用金庫  

中日信用金庫  

東春信用金庫  
 


